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国際標準化機構（ＩＳＯ）証券業務及び関連金融商品に 
  関する分科委員会の開催結果について  ＊＊＊＊＊＊＊

＊ 
 

日証協・平１５．９．２９・３０ 

 
国際標準化機構（ＩＳＯ；International Organization for Standardization）の「証券業

務及び関連金融商品に関する分科委員会（以下「ＳＣ４」という。）」iは、第
２０回年次総会を去る９月２９日、３０日の２日間に米国のサウスカロライナ
州チャールストン市において開催した。本協会では、従来からこの国際会議に
Ｐメンバー（注：投票権のあるメンバーのこと、他に投票権のないオブザーバ
ーのＯメンバーがある。）として審議に参加している。以下は、本会議の開催
状況についての報告である。 
なお、文中意見にわたる部分は私見である。 

 
１． ＩＳＯとは 

ＩＳＯは、国際的に通用する規格や標準類を制定するための国際機関であるii。
本協会では、証券取引の国際化及びコンピュータ化が急速に進展する中で、こ
のＳＣ４が担当する証券業務等の標準化は、我が国証券・金融業界にとって、
今後ますます重要なものになるとの観点から、世界各地で開催されるＳＣ４年
次総会に出席し、ＳＣ４における検討に我が国証券金融業界の意見を反映させ
るとともに、ＳＣ４の場で何が議論されているかを国内の関係諸団体等に伝達
している。また、年間を通じてＳＣ４で審議される標準化案件の国内における
検討を推進し、その意見を取りまとめるため、証券会社、証券取引所、証券業
務に従事する銀行及び「銀行業務、証券業務およびその他金融サービスに関す
る専門委員会」（以下「ＴＣ６８」という。）のメンバーである日本銀行等の
専門家等をメンバーとする「ＩＳＯ証券関係対策連絡会」を組織し、我が国証
券金融業界等におけるＩＳＯ国際規格のユーザの意見がＩＳＯの場に十分反映
するように努めている。 
 
２． 今回のハイライト 

 今回のＳＣ４チャールストン年次総会の会議全体を通じて見られた証券取引
等に関する標準化論議の最近の特徴的な傾向は次のとおりであった： 

u 証券取引のグローバル化への対応  
⇒ 最近の金融・証券取引における急速なグローバル化の広がりは、証券

取引の手続き面を定めている証券メッセージ等の標準化ニーズをます
ます増加させ、この分野における「一国市場主義」といった考え方はも
はや通用しなくなってきている。そして、各国市場は国際的な市場間競
争を勝ち抜くためにも、この手続き面における標準化の主導権や覇権の
獲得を積極的に目指そうとする傾向が顕著になってきている。 

u STP化等に合わせＩＴ対応の促進  
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⇒ 証券取引のＩＴ化に呼応するように、使用されている証券メッセージ等
の国際規格の機能を拡充しようとする試みが進められてきている。特に
証券メッセージ等の国際規格をコンピュータのファイル形態に準拠させ
る等により付加価値を一層付与していこうとする動きが顕在化してきた。 

u 多機能化の要請と国際標準間の機能調整  
⇒ 多様な形態の商品の出現といった金融商品の進化や多国間公募等、取

引の多様化に合わせ証券取引で使用する各種国際規格の機能強化や守
備範囲の拡大がなされてきたため、国際規格間及び国際規格と国内規格
間の機能上の重複が発生するといったような事態になってきており、各
規格間の機能調整が必要になってきた。 

u コマーシャリズムと国際標準の中立性確保  
⇒ 国際標準規格というものは、多少、使い勝手が悪くても誰にでも無償
で提供されることを原則とすべきとする伝統的な考えに対して、有料化
し、例えばデータベース機能等を強化することによって、よりユーザの
ニーズに対応することで国際標準の普及を図る方がより重要であり、市
場における事実上の標準として使われることを第一と考えるべきと主
張するグループが台頭してきた。このユーザ・ニーズへの対応と有料化
の問題が今回の総会では全面に押し出され論議された。 

  今回の年次総会において具体的審議項目等に関する検討のポイントは、次の
ようなものであった： 
u 証券メッセージ（ＩＳＯ１５０２２） 
⇒  証券取引の注文や取引の確認に使用する証券メッセージのコンピュ
ータとの親和性をより高めるために現行ISO１５０２２の改良版となる
XML化の基本構成部分の完成が今回の総会で確認され、可及的速やかに
国際標準規格とするための手続きが進められることとなった。 

u 証券識別コード（ISIN（ISO6166）） 
⇒  米国に於いて発生したISINコード（以下「証券識別コード」という。）

のユーザ利便性向上を目的としたデータベース化等による課金問題が
話し合われるとともに多国間公募発行における付番方法の問題が今後
Association of National Numbering Agencies（証券識別コード等の付番機関の
国際的な組織。以下「ＡＮＮＡ」という。）において検討されること
となった。 

u  各ワーキンググループ（WG）における国際標準案件の検討状況 
⇒  事業体の識別の標準化を検討するWG８では、SC４の検討範囲が証券業

務関連に特化されたことから、これに呼応して自らの検討範囲（投信
等のポートフォリオ・アカウント）の再検討が行われることとなった。 

⇒ 業種分類の参照事項の標準化を検討してきたWG９は、新たな国際標準
規格の開発余地が極めて小さいことからWGを解散することとなった。 

⇒ 主にISO１５０２２の第２版での使用を主目的とした市場データモデ
ルの開発を検討するWG１１では、メンバー構成、主査の選任及びWG１
０との検討範囲の調整について検討が行われた。 
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３． 審議の主な内容 

今回の年次総会には、議長であるテレクルス社のユース氏（スイス代表）のほ
か、アメリカ、イギリス等の欧米各国や日本、韓国等のアジア地域の合計１２
か国の国内審議団体とユーロクリア、ＡＮＮＡ、ＳＷＩＦＴ、国連ＣＥＦＡＣ
Ｔ及びＦＩＳＤの５つの国際機関の代表３７名が参加した。 
チャールストン総会において審議された主な内容は次のとおりであった。 

 
（１）ＴＣ６８の構成について 

 ＴＣ６８の Gene Kathol議長より、ＴＣ６８の現在の組織の構成等について、
ＳＣ２の検討範囲を従来のホールセール・バンキングから他のＳＣが取り扱わ
ない国際標準も担当するといった検討範囲の拡大を行った関係で名称も「フィ
ナンシャル・サービシーズ－セキュリティ及びオペレーション」と変更した等
の説明があり、ＳＣ４の検討範囲の問題とも関連して会議参加者との間で意見
交換が行われた。 

 
（２）Ｇ３０勧告について 

 全世界の市場に対して決済制度改革についての重要な提言を行っているＧ３
０勧告のうち、ＳＣ４が担当する国際標準規格について言及している勧告（勧
告２（ＩＳＯ１５０２２に関する勧告）及び勧告３（ＩＳＯ６１６６（証券識
別コード）に関する勧告）に関して意見交換が行われ、ＳＣ４が担当する国際
標準の一層の普及とＧ３０勧告の各国市場における遵守のために、ＳＣ４とし
ては、今後、Ｇ３０にと接触することによって、相互の協力関係強化に努力し
ていくことになった。 
 
（３）事務局報告 
 ＳＣ４事務局より、①新規加盟国（中国、べラルース、アイスランド及びウ
クライナ）及び新規標準化関係機関（ＩＳＯ／ＴＣ１５４、ＦＩＳＤ、ＦＩＸ
プロトコル及びＲＩＸＭＬ）の紹介、②Nourredine Yous 氏の議長再選（向こう３
年間）、③ＷＧの活動状況（ＷＧ６については「金融商品の名称短縮及び略語」
という名称に変更提案）及び④国際標準検討案件等の紹介が行われた。 
 
（４）議長報告 
 ＳＣ４議長から、前回総会（イスタンブール総会）における継続審議案件等
について報告があり、メンバーとの意見交換が行われた： 
l 決議３７８（米国において発生した証券識別コードの付番に対するライセ

ンス料の課金問題について）関係―議長より、本件は国際標準の普及にと
って重大な問題との認識から、米国銀行協会（ＡＢＡ）及び米国の付番機
関である Cusip Service Bureau（ＣＳＢ）の両団体に書簡を送付したところ、
後者より「Cusip 及び米国証券識別コードではデータベース化等、ユーザに
対して相当の利便を供与しており、恩恵を享受する者に対する相応の課金
は止むなし」との回答があった旨報告があった。この点については、本総
会に出席したＡＮＮＡやヨーロッパからの出席者を中心に米国市場と欧州
市場等の複数市場における証券同時発行との絡みから、国際標準の普及の
障害になるのではないかといった観点から活発な発言があった。しかし、
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データベース化等、米国における証券識別コードの有用性の維持には相当
のコストがかかること、更にコストをかけてもユーザ利便やニーズにマッ
チしたものを提供する方が証券識別コードの普及に繋がるとする米国の主
張を最後まで覆すことはできなかった。 

l 決議３７９（ロンドン証券取引所が新しい証券識別コード体系（ＳＥＤＯ
Ｌ）の開発を行った問題について）関係―本件については、国内において
どのような独自コードが開発され流通してもそれについてＳＣ４として異
論を唱えるものではないが、国内で使われる規格が国際的な取引に波及す
ることについての懸念が会議出席者の多くから表明された。そこで、ＳＣ
４としては、ＳＥＤＯＬを支持しない旨を決議し、決着するかに見えた。
しかし、議論は新たに展開し、批判の矛先が、証券コードの国際的な管理
機関であるＡＮＮＡに向けられ、ＡＮＮＡの内部統制力の弱さと審議スピ
ードの遅さについて批判する発言が多く出された。そこで、議長からＳＣ
４が特別のグループ（Advisory Group）を組織して証券識別コードの付番にま
つわる現状の問題点の把握・分析を行うとの提案がなされた。 

l 決議３８０（ＳＣ４の検討範囲の拡大回避とＩＳＯ１５０２２のＴＣ６８
レベルでの審議拡大問題）―ＳＣ４の検討範囲を拡大し、銀行関連業務の
国際標準も検討範囲とする問題については、本年１月のＴＣ６８の関係委
員会議長会議（ＣＡＧ）における合意に基づき取り止めることとなった旨
議長より報告があったが、金融・証券業務のグローバル化や進化・統合と
いった時代の流れの中で、その流れに的確に対応するとの観点からは、い
たずらにＳＣ４だけが証券業務に固執することがＩＳＯによる国際標準の
推進の妨げとならないかといった意見が会議参加者からあった。また、Ｉ
ＳＯ１５０２２の審議をＴＣ６８レベルに拡大する問題については、議長
より何らかの決定が３か月のうちになされるとの報告があった。本件につ
いては、特にＩＳＯ１５０２２のＸＭＬ化推進派にあっては、審議機関を
アップグレードすることにより、彼等が目指すＸＭＬ化の対象となる証券
金融メッセージのユーザ層が拡大するというメリットがあり、また、証券
金融ビジネスのグローバル化や進化・統合にも合致するものであるが、他
のＳＣの意向やＴＣ６８自体の管理能力の問題等から、今後どのような決
定がなされるかについては、まだ紆余曲折が予想される。 
 

（５）ＩＳＯ１５０２２第２版（ＸＭＬ）について 
 ＩＳＯ１５０２２の登録機関であるＳＷＩＦＴの Jean-Marie Eloy 氏より、①
現行第１版と第２版（ＸＭＬ）の違い、②広範な守備範囲を受け持つＩＳＯ
１５０２２（第２版）のＴＣ６８全体での管理体制の構築及び③各種の業界
ユーザとフロント部分で接触するＳＭＧ（Standards Management Group）の組成
等について説明があった。その説明において、ISO １５０２２（第２版）が
すでにＴＣ６８の直轄であることを想定し、さらに国連の電気通信技術の国
際標準の検討機関であるＣＥＦＡＣＴのＴＢＧ５という金融国際標準の検討
部隊との連携（ＴＢＧ５は、今後、ＳＣ４の標準化関係機関となることとな
った。）も構想としていたこと、ＳＭＧと従来からＳＣに存在するＷＧの役
割の違い等、同氏の説明に関連して活発な議論が展開された。その結果、こ
の新しい管理体制やＳＭＧの体制について大きな反対は出ず、この方針どお
りさらに検討が進められることになった。 
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（６）ＷＧ８：事業体の識別 
 不在であった主査のポストには、Marc Pomes 氏が選任された。また、これま
では具体的検討事項が TC68 直轄のＩＢＡＮ（国際的な銀行口座番号）と類似し
ていたことからＳＣ２のＷＧとの協調が模索されていたが、今回、その路線の
修正が行われた。それは、ＳＣ４のスコープを証券業務関連に特化するとの決
定に連動するものであった。まず、議長から、この機会に検討範囲の再検討が
必要であり、証券業務にしぼった問題、特に投信等のポートフォリオ・アカウ
ントに限定してはどうかといった提案があり、それについて意見交換が行われ
た。会議参加者の中からは、投信等に限定することに対する様々な意見が出さ
れたが、特にＳＷＩＦＴから、本件に関連して、現在、ＢＩＣ（銀行の識別コ
ード）を非金融機関にまで拡大して割り当てるようになってきているといった
既存の国際標準における守備範囲の拡大についての発言があった。そして本件
についてはＷＧ８においてさらに検討を進め詳細な業務範囲を決定していくこ
ととなった。 
 
（７）標準化関係機関及び各国からの報告 
 標準化関係機関及び各国の代表よりナショナル・リポートの報告が行われた。
我が国からは、①決済制度改革の状況、②ＩＳＩＴＣジャパン及びＦＩＸジャ
パンの活動状況及び③ＩＳＯ証券関係対策連絡会のここ１年間の審議状況につ
いて予め提出しておいたリポートに基づきその概略を口頭で報告した。このセ
ッションで特記すべきは、イタリア、アメリカ及び英国のナショナル・リポー
トにおいて証券識別コードについての共通する問題が取り上げられことである。
それは債券発行が国際的な公募といった形態で行われる場合には、現状ではそ
の発行証券への付番が主幹事の居住地か中央証券保管機関の住所かのいずれか
に基づいて行うことになっており、これが実際の付番において混乱の原因にな
っているというのが３カ国の主張であった。通常、このようなマイナーな国際
標準の改訂案件については国際標準の登録機関において検討され、その検討結
果がＳＣ４に報告され、投票にかけられることになる。そこで議長もそのよう
に提案したが、会議参加者の反応は、前掲のＡＮＮＡへの批判の再燃となった。
そして、ＡＮＮＡの規約の見直しをＳＣ４で行うべきであるといった過激な意
見まで出され会議は一時紛糾した。審議の結果、証券識別コードの改訂のため
の調査については、ＡＮＮＡ内に専門調査団を設置し、そこで行うこととなっ
た。また、ＳＣ４はＩＳＯの規約（3.5）に基づくアドバイザリー・グループを

SMG の役割 

SMG 
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設置して、ＡＮＮＡの登録機関としての役割等について再度検討することを決
定した。 
 
（８）ＷＧ６：金融商品の分類 
 本ＷＧが検討していたＩＳＯ１８７７３（略語）及びＩＳＯ１８７７４（金
融商品の名称短縮化）については、ＣＤ（分科委員会草案）として承認され、
現在、６か月間のメンバーへの回付が行われている旨の報告が主査からあった。
意見交換の中で会議参加者からは、金融商品の名称短縮化がＩＢＥＩ（事業体
の識別）における事業体名の短縮と重複することになるのではないかとの国際
標準草案間の検討範囲の重複について懸念する発言があった。各国際標準にお
ける機能面での付加価値の付与が国際標準間の範囲の重複を招く恐れがあると
いう今後の課題となる可能性のある問題の提起であった。 
 
（９）ＷＧ９：業種分類レファレンス 
 ＷＧ９の主査である Georg Eisel 氏より報告書が提出され、すでに業界では、
Eurostoxx、ＦＴＳＥ、ＧＩＣＳといった業種分類の参照事項が存在し、新たな
国際標準の開発の余地は極めて小さいことがＷＧの調査で判明したので、ＷＧ
での検討は一応終了し、ＷＧを解散すべきであるとの口頭報告があった。会議
出席者からは私企業が開発した業種分類の参照事項がすでに複数存在するから
といっても、ＩＳＯが業種別の参照事項の国際標準を開発することとは性格が
異なるのではないか、ＩＳＯの国際標準によって業界内で複数存在する参照事
項が整理される可能性もあり、むしろ検討を続行すべきではないかといった発
言もあったが、審議の結果、ＳＣ４は主査の報告を了承し、ＷＧ９の解散が決
定された。 
 
（１０） ＷＧ１１：市場データモデル 
 今回新規業務項目として承認された市場データモデルを検討するＷＧのメン
バー構成、主査の選任、そして少なくとも来年の次期年次総会までの存続が決
定したＷＧ１０との間の検討範囲の調整について会議参加者の間で意見交換が
行われた。審議の結果、メンバー構成については、近々に事務局において最終
的なリストを作成することとし、主査には、Sandra Throne 氏を選任した。また、
検討範囲については、市場データのデータモデルの構築であり、対応するメッ
セージの開発というＷＧ１０のものとは明確に異なることが確認された。 
 
（１１） 次回の会合 
 次期年次総会は、９月２７? ２８日の間に韓国で開催されることとなった。
また、２００５年度はブリュッセルでＳＷＩＦＴが主催することが内定した。 
 
 
４． あとがき 
 SC4で検討している証券業務の標準化案件は、証券会社や証券業務に従事する
金融機関等にとっては、主に事務管理部門に属する極めて実務的かつ専門的な
分野である。そして、本分野における我が国業界関係者の国際的なアクティビ
ティは決して高いものではないのが実態である。特に「失われた十数年」と言
われるバブル経済崩壊後は、このようなバックオフィス部門に関係する案件は、
営業部門とは異なり会社の経営戦略に直結しないコスト・センターとして取り
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扱われており、ついつい検討も敬遠されがちとなっていた。しかし、金融・証
券ビジネスにおける急速なグローバル化、コンピュータ化及び国際的な市場間
競争の激化は、この分野においても「一国市場主義」的な考え方がもはや通用
しなくなってきたことを明確に示している。将来に亘って、国際的なビジネス
環境におけるこの標準化を利用した投資家、市場仲介者、市場運営者及び保管
決済機関等の囲い込みは行われないと断言することは誰もできないと考える。
我々もこれまでのややもすると後ろ向きであったこの分野における姿勢を改め、
国際的な検討の場におけるプレゼンスを高めるとともに、将来の標準化の流れ
を的確に把握し、どのように行動すれば我が国市場が不利な立場に陥らないか
といったことを確固たる戦略の下で思索していく必要性を実感した次第である。 
 

以 上 
                         
i「証券業務及び関連金融商品に関する分科委員会（ＳＣ４）」は、国際標準化機構（ＩＳＯ；International 
Organization for Standardization）に所属する「銀行業務、証券業務およびその他金融サービスに関す
る専門委員会（ＴＣ６８）」の下部組織である。この分科委員会は、日常の証券業務の中で使用されてい
る証券メッセージや証券識別コードなどを国際規格として標準化することによって世界的に共通化し、そ
れによって国際的な証券取引の迅速化、効率化を図ろうとするものであり、ひいては国際的な証券取引の
拡大や国際経済の発展に貢献するものである。また、この会議には、証券関係機関における国際規格の専
門家ばかりではなく、証券会社等の事務管理部門や決済部門の担当責任者も参加する国際的な会合である。
この会議で主に検討されている分野は、現在、我が国において検討されている決済制度改革やＳＴＰ
（Straight Through Processing）化に不可欠であるコンピュータ化や効率的なシステムの構築にとって、
そのインフラとも言うべき証券メッセージや証券識別コード等の共通化（標準化）を行うものであり、最
近とみに注目されてきた。 

iiこうした規格や標準は、組織体のレベルにより種々制定されており、企業レベルの「社内規格」から業界
レベル（業界規格）、国家レベル（国家規格）など種々存在するが、さらに国際的な水準まで拡大したも
のが「国際規格（国際標準）」であり、この国際規格の企画立案、制定する代表的な国際機関のひとつが
ＩＳＯである。ＩＳＯには、約２５０以上にものぼる専門委員会が存在し、ビスねじやナット、電気器具
のソケットといった工業、電気製品等からサービスに至るまで種々の分野の標準化を検討している。そし
て、このＩＳＯの６８番目の専門委員会（正式名称は、Technical Committee 68 であり、略称を「ＴＣ６
８」としている。）が「銀行業務、証券業務及びその他金融サービス」の標準化を進めるための専門委員
会である。ＴＣ６８には、３つの分科委員会（Sub-Committee；ＳＣ）が設置されており、さらにＳＣの下
には、必要に応じて、各種の国際標準の案件を検討するためにエキスパート等により構成される作業グル
ープ（Working Group；ＷＧ）が設置されている。今回開催された「証券業務および関連金融商品に関する
分科委員会」は、「ＳＣ４」と呼ばれており、ＴＣ６８の４番目の分科委員会である。（ＴＣ６８には、
これまでに役目を終えたＳＣは解散し、現在は、ＳＣ２、ＳＣ４及びＳＣ６の３つの分科委員会が活動中
である。）ＳＣ４では、主に証券業務及び関連金融商品の標準化を担当している。 
 
 


